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５年前後で

約半数が

認知症に！

本
人
の
様
子
の
例

認
知
症
の
進
行

認知症は少しずつ進行し、症状が変化していきます。家族や周囲が認知症を

理解し、進行に合わせて上手に対応していくことが大切です。

家
族
の
心
構
え

主
な
相
談
先

正常な

レベル

軽度の

認知障害

認知症疑い

発症

日常生活は

自立

誰かの見守りが

あれば

日常生活は自立

日常生活に

手助け・

介護が必要

常に介護が必要

初 期

●もの忘れが多いが自立

して生活できる

●頭の中に霧がかかったようだ

●約束が思い出せない

●物事が覚えにくい

●やる気がでない

●不安が強い

●「物を盗まれた」などのトラブルが

増える

●失敗を指摘すると怒りだすこともある

●忘れることは多いが日常生活は自立

●徘徊が多くなる

●妄想が多くなる

●すぐ興奮する

●着替えや食事、トイレがうまく

いかなくなる

●服を着るなどができない

●ついさっきのことも忘れる

●時間や場所がわからないなど

●表情が乏しい

●尿や便の失禁が増える

●ほぼ寝たきりで、意思疎通が難しい

●日常生活全般にいつも介護が必要

●家族の顔や使いなれた道具がわから

ないなど

・介護者自身が健康管理を行う

・介護サービスを上手に利用する

・介護の負担が増えるため、困ったことが

あったら抱え込まず、早めに担当ケアマ

ネジャーや地域包括支援センターに相談

する

・日常生活でできないこと（食事・排せつ

・清潔を保つなど）が増え、合併症を起こ

しやすくなることを理解する

・どのような終末期を迎えるか家族間でよ

く話しあっておく

●地域包括支援センター（介護福祉課） ☎５１－８７７３

●市内の在宅介護支援センター（連絡先は６ページをご覧ください）

●認知症サポーター養成講座（認知症について学べます。詳しくは裏表紙をご覧ください）

●認知症の診療を行っている専門の医療機関情報（連絡先は６ページをご覧ください）

中 期 後 期

認 知 症
代表的なアルツハイマー型認知症の進行の例。右にいくほど発症から時間が経過し、進行している状態.。※症状の現れ方には個人差があります。

・地域事業やボランティアを行うなど、社

会参加してもらうよう働きかける

・家庭内での役割を持ってもらい、継続で
きるようにする

・いつもと違う、何か様子がおかしい、と

思ったら早めに相談する

・接し方の基本やコツなどを理解する

・家族間で介護のことについて話し合う

・介護で困ったことがあったら抱え込まず、

早めに担当ケアマネジャーや地域包括支援

センターに相談する

認知症の進行と主な症状の例
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ケアマネジャー

介護が必要な方の状態に応じて、介護保険

サービスなどの利用を支援します。

訪問看護

看護師が自宅を訪問し、医師の指示に基づき

療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

通所介護

通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション（デイケア）
デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴のお手伝い、日常生活に必要な動作のト

レーニングなどが受けられます。閉じこもり予防や、生きがい対策にもなります。

認知症対応型通所介護
認知症の方を対象にした食事や入浴、日常生活に必要なトレーニングなどが受けられる日

帰りのサービスです。

訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入

浴、排せつのお手伝いを行います。

訪問入浴介護

移動入浴車で自宅を訪問し、ベッドのすぐ

横で入浴を行います。

福祉用具・住宅改修

車椅子や歩行器など日常生活の自立を助

ける用具を貸与します。※介護度により介

護保険を利用できないものもあります。

小規模多機能型施設

通いを中心に自宅で受けるサービスや泊

まりのサービスを一体的に提供します。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

　短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練

などを受けることができます。

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

在宅生活にお困りの、常時介護が必要な

方が利用できます。

介護老人保健施設

病状が安定した方がリハビリや介護を受

ける施設です。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

　基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された

場合「訪問型サービス」「通所型サービス」を受けることができます。

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

　認知症の方が少人数で共同生活をする入所

施設です。

介護保険サービスって何が使えるの︖

必
要
に
応
じ
て
使
い
ま
し
ょ
う

介護保険を利用するには、市に介護が必要な度合いを調べてもらい、「要介護認定」

を受ける必要があります。まず、総合社会福祉センターの介護保険窓口に行き、要介

護認定の申請をしましょう。

申請書を提出する

１．申請書をもらう

三沢市公式ウェブサイトの各種申請様式ページから

ダウンロードして印刷する

介護福祉課窓口（総合社会福祉センター）でもらう

２．申請書に記入して提出する

介護福祉課（総合社会福祉センター）☎５１－８７７３
受付時間　８時１５分から１７時まで（土日祝日および年末年始を除きます）
※直接窓口へ提出してください。

方法１

方法２

● 提出先・記入のしかたなどについての問い合わせ ●

！ 申請書を提出しても、すぐに介護保険を利用できるわけではありません。

このあとの②と③を経て、介護保険が利用できるかどうかが決定されます。
なお、その人の状態から介護が必要な度合いを判定・審査しますので、申請した人
すべてが介護保険を利用できるわけではありません。
その結果は、原則申請から３０日以内に通知されます。

※本人や家族だけでなく、本人の依頼を受けた人や
ケアマネジャーなどによる代行申請も可能です。

   認定調査の担当者が住まいを訪問し、

心身の状態についておうかがいします。

   訪問する日時の確認のため、事前に連

絡があります。

　認定調査の結果などをコンピュータ

処理して判定（一次判定）します。

   審査結果に基いて、 「要支援１・２」 「要

介護１～５」 「非該当」のいずれかの区分に

認定されます。

   一次判定の結果と「主治医意見書」など

をもとに、保健・医療・福祉の専門家で

構成される「介護認定審査会」で、介護の

必要性や程度について審査・

判定（二次判定）します。

   主治医に介護を必要とする原因疾患

についての意見書「主治医意見書」を作

成してもらうため、受診が必要です。

   市から主治医へ意見書の作成を依頼

します。その後医療機関や市から、受診

日などについての連絡があります。

１．認定調査

２．主治医意見書

１．一次判定

２． 二次判定

１

認定調査など２ 審査・判定３

認定結果の通知４

介護保険を利用するまで
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徘徊SOSネットワーク「あんしんねっと」

市では、認知症になっても安心して過ごせるまちづくりをサポートするための活動を

行っています。

行方不明発生

まずは110番

家族

連絡

FAX等で

情報を発信

日常業務の

なかで

気にかける
捜索

捜索協力

地域の協力機関

の皆さん

協力

皆さんの声かけや情

報提供のおかげで

お家に帰ることが

できました！

認知症になると、記憶力・判断力が低下し、道を間違

えたり自分の家がわからなくなることがあります。

「あんしんねっと」は、事前に登録しておくことで、実

際に行方不明になった時に少しでも早く発見し、ご家族

のもとへ帰れるよう支援するためのネットワークです。

あんしんねっとの流れ どんな所が協力しているの？

協力機関は何をするの？

事前登録で、スムーズな捜索

警察署や介護サービス事業所、

交通機関などさまざまな機関・団

体が参加、協力予定で、これらた

くさんの「目」が早期発見につな

がります。

行方不明が発生した場合、行方

不明者の情報が市役所から協力機

関にFAX等で送られます。

情報を受けた協力機関は、通常

の業務や生活の中で行方不明者を

気にかけたり、本人を見かけた場

合には警察や役所へ連絡します。

具体的な捜索活動を依頼するも

のではなく、可能な範囲での協力、

情報提供をお願いしています。

事前に登録することで、協力機

関へ必要な情報を迅速に提供でき、

捜索しやすくなるため、早期発

見・保護につながります。

「三沢市徘徊SOSネットワーク

登録届」にご記入の上、申込窓口

まで届出ください。

協力機関になるには？

三沢市介護福祉課に申請し認定

されることで協力機関として登録

されます。

「三沢市徘徊ＳＯＳネットワー

ク協力団体登録申請書」にご記入

の上申請してください。

市役所
（介護福祉課）

警察

「あんしんねっと」のお問い合わせは・・・三沢市介護福祉課 ☎５１－８７７３まで

地域で見守り・生活支援

徘徊SOSネットワーク「あんしんねっと」

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
サ
ポ
ー
タ
ー
！

高齢者ほっとワーク見守り隊事業

成年後見制度 日常生活自立支援事業

主
な
内
容

利
用
方
法

※成年後見制度・日常生活自立支援事業の詳細については、地域包括支援センターか

社会福祉協議議会などにお問い合わせください。

　高齢者ほっとワーク見守り隊事業は、市内で業務を行う民間事業所の協力を得て、業務

中に、訪ねたお宅や高齢者の異変など気づいたことを市にご連絡いただき安否確認などの

適切な支援に繋げていく見守り事業です。

　認知症サポート医、保健師、社会福祉士、看護師など専門職のチームが認知症の人や

その家族の状況を把握し、関係機関と連携して適切な介護サービスや医療機関につなが

るよう支援します。

認知症初期集中支援チーム

認知症カフェ
　おれんじカフェの名称で、認知症の人や介護して

いる家族等が気軽に参加し、相談や情報共有を行っ

ています。

　毎月１回第３木曜日の１０時～１２時まで中央町

にある「いこいの家」で開催しています。参加費は

２００円です。

お問い合わせは・・・三沢市介護福祉課 ☎ ５１－８７７３ まで

権利や財産を守るために

　認知症などによって判断能力が不十

分になった人に代わって、財産管理・契

約の代理や取り消しなどを行ってくれ

る人（後見人）を決めておくことのでき

る制度。本人の判断能力がすでに不十分

の場合は法定後見制度、問題がない場合

は任意後見制度を利用できます。

　認知症などで判断能力が不十分な人

が自立した生活が送れるよう、利用者

との契約に基づき福祉サービスの利用

手続きや生活費の管理、年金証書など

の大切な書類の預かりなどを援助しま

す。

　本人・配偶者・４親等内の親族など

が家庭裁判所へ申し立てを行います。

※法定後見制度では、申し立てる親族等

がいない場合に三沢市長が申し立てを

することもできます。

 本人・家族などが、三沢市社会福祉協

議会に申し込みます。
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徘徊SOSネットワーク「あんしんねっと」

市では、認知症になっても安心して過ごせるまちづくりをサポートするための活動を

行っています。

行方不明発生

まずは110番

家族

連絡

FAX等で

情報を発信

日常業務の

なかで

気にかける
捜索

捜索協力

地域の協力機関

の皆さん

協力

皆さんの声かけや情

報提供のおかげで

お家に帰ることが

できました！

認知症になると、記憶力・判断力が低下し、道を間違

えたり自分の家がわからなくなることがあります。

「あんしんねっと」は、事前に登録しておくことで、実

際に行方不明になった時に少しでも早く発見し、ご家族

のもとへ帰れるよう支援するためのネットワークです。

あんしんねっとの流れ どんな所が協力しているの？

協力機関は何をするの？

事前登録で、スムーズな捜索

警察署や介護サービス事業所、

交通機関などさまざまな機関・団

体が参加、協力予定で、これらた

くさんの「目」が早期発見につな

がります。

行方不明が発生した場合、行方

不明者の情報が市役所から協力機

関にFAX等で送られます。

情報を受けた協力機関は、通常

の業務や生活の中で行方不明者を

気にかけたり、本人を見かけた場

合には警察や役所へ連絡します。

具体的な捜索活動を依頼するも

のではなく、可能な範囲での協力、

情報提供をお願いしています。

事前に登録することで、協力機

関へ必要な情報を迅速に提供でき、

捜索しやすくなるため、早期発

見・保護につながります。

「三沢市徘徊SOSネットワーク

登録届」にご記入の上、申込窓口

まで届出ください。

協力機関になるには？

三沢市介護福祉課に申請し認定

されることで協力機関として登録

されます。

「三沢市徘徊ＳＯＳネットワー

ク協力団体登録申請書」にご記入

の上申請してください。

市役所
（介護福祉課）

警察

「あんしんねっと」のお問い合わせは・・・三沢市介護福祉課 ☎５１－８７７３まで

地域で見守り・生活支援
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　認知症サポート医、保健師、社会福祉士、看護師など専門職のチームが認知症の人や

その家族の状況を把握し、関係機関と連携して適切な介護サービスや医療機関につなが

るよう支援します。

認知症初期集中支援チーム

認知症カフェ
　おれんじカフェの名称で、認知症の人や介護して

いる家族等が気軽に参加し、相談や情報共有を行っ

ています。

　毎月１回第３木曜日の１０時～１２時まで中央町

にある「いこいの家」で開催しています。参加費は

２００円です。

お問い合わせは・・・三沢市介護福祉課 ☎ ５１－８７７３ まで

権利や財産を守るために

　認知症などによって判断能力が不十

分になった人に代わって、財産管理・契

約の代理や取り消しなどを行ってくれ

る人（後見人）を決めておくことのでき

る制度。本人の判断能力がすでに不十分

の場合は法定後見制度、問題がない場合

は任意後見制度を利用できます。

　認知症などで判断能力が不十分な人

が自立した生活が送れるよう、利用者

との契約に基づき福祉サービスの利用

手続きや生活費の管理、年金証書など

の大切な書類の預かりなどを援助しま

す。

　本人・配偶者・４親等内の親族など

が家庭裁判所へ申し立てを行います。

※法定後見制度では、申し立てる親族等

がいない場合に三沢市長が申し立てを

することもできます。

 本人・家族などが、三沢市社会福祉協

議会に申し込みます。

で
見
守
り
・

地
域

生
活
支
援



認知症サポーター養成講座

◆ 利用料は無料です。ただし、通信料は自己負担になります。

◆ お名前・年齢・性別・住所などの個人情報の入力は一切不要です。

◆ 「医学的診断」を行うものではありません。

◆ 結果にかかわらず、ご心配のある方はお早めに地域包括センターへご相談ください。

三沢市 認知症

三沢市認知症サポートガイド
発行日＊ 初版発行：平成29年3月 改訂：令和２年３月

発 行＊ 三沢市介護福祉課（三沢市地域包括支援センター）

住 所＊ 〒033-0011  青森県三沢市幸町3丁目11番5号 総合社会福祉センター内

電 話＊ 0176-51-8773

参 考＊「認知症を学び地域で育てよう」全国キャラバン・メイト連絡協議会

「若年性認知症ってなんだろう」社会福祉法人仁至会 認知症介護研究・研修大府センター

認知症を気軽にチェック︕

■ 受講料 無料

■ 問い合わせ先

三沢市介護福祉課

☎５１－８７７３

『三沢市認知症簡易チェックシステム』では、パソコンや 携帯電話、スマートフォンで簡単に

認知症のチェックを行えます。

入力

ア ク セ ス 方 法

← インターネット検索か

ＱＲコード読み込み →

してご利用ください。

結果

認知症は誰にでも起こりうる脳の疾患です。認知症を

正しく理解し、偏見を持たず見守ることのできるサポー

ターを養成することにより、認知症の人や家族が、安全

に穏やかに生活できる地域づくりを推進するため、市で

は認知症サポーター養成講座を行っています。

認知症で困っている人や家族を目にしたとき、「何か

お困りですか？」と声をかけて下さるだけでも家族の支

えになります。

認知症サポーターは、何か特別なことをする人ではな

く、認知症の人や家族の応援者です。

認知症サポーターには「認知症の人を応援します」

という意味を示す「目印」であるオレンジリングが

渡されます。

令和２年３月現在、市内には、

3,208人のサポーターがいます。

認知症サポーター養成講座

◆ 利用料は無料です。ただし、通信料は自己負担になります。

◆ お名前・年齢・性別・住所などの個人情報の入力は一切不要です。

◆ 「医学的診断」を行うものではありません。
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3,208人のサポーターがいます。

合計点は　　　 　　点です。8

合計点は　　　 　　点です。12

合計点は　　　 　　点です。合計点は　　　 　　点です。合計点は　　　 　　点です。合計点は　　　 　　点です。8


